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令和５年第４回取手市議会定例会において議決された議案に係る再議に

ついて

令和５年第４回取手市議会定例会において、令和５年１２月１２日に議決いただき

ました「議案第５４号 取手市監査委員条例及び取手市長等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例の一部を改正する条例について」に関し、下記の理由により、地方自

治法第１７６条第４項の規定に基づき、同議案を再議に付します。

記

「議案第５４号 取手市監査委員条例及び取手市長等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の一部を改正する条例について」に関し、地方自治法第２４３条の２第

２項の規定に基づく監査委員の意見の聴取に係る手続を経ずに議決した旨、令和６年

３月１８日付け取議発第１３９号（令和５年第４回取手市議会定例会において議決し

た議案に係る再議について（依頼））にて報告を受けました。

取手市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例については、地方自治法第２４

３条の２第２項の規定に基づき、同条例の改正に係る議決をしようとするときはあら

かじめ監査委員の意見を聴くことが義務付けられていることから、監査委員の意見の

聴取に係る手続を行った上で議決いただきたく、再議に付するものです。








